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第 1 章 総則 

 

（目的） 

第 1 条  本規程は，資格検定試験規則に則り，検定試験に関する事項について規定す

る。 

 

 

第２章 検定委員と試験委員 

 

（検定委員と試験委員の責務） 

第 2 条  検定委員と試験委員は，検定試験が公正かつ適切に行われるように最大限の

努力をする。 

 

 

第３章 検定試験の方法 

 

（受験願書等） 

第 3条  受験願書は，協議会ホームページの受験申込みフォームの画面上で作成する。

受験料の払込みを示す受験料振込み取扱票は，画像データに変換して，受験願書

に添付する。 

  

（受験要件） 

第 4 条  次の各号のいずれかに該当する者で，受験料を払込んだ者は，受験をするこ

とができる。 

(1)  付表 1，付表 3 に示す協議会が定める技術者資格の保有者  

(2) 付表 2，付表 4 に示す協議会が主催もしくは指定する受験要件を得るための講

習会の修了者 

(3) 付表 5 に示す協議会が認める職種と業務経歴の保有者  

  (4) 地盤品質判定士補の登録者は，一次試験を免除して二次試験を直接受験するこ

とができる。 

 

（資格を有する者の証明書類） 

第 5 条  前条(1)の付表１，付表 3 に該当する者は，資格の証明書類の画像データを受

験願書に添付する。 

  2  前条(2)の付表 2，付表 4 に該当する者は，講習会受講修了証明書類の画像デー

タを受験願書に添付する。 

3  前条(3)の付表 5 に該当する者は，様式-１を受験願書に添付する。 
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（講習会を受講した者の証明書類） 

第 6 条  第 4 条(2)に該当する者は，講習会の修了証明書の画像データを受験願書に添

付する。 

 

（書類審査） 

第 7 条  事務局は，受験申込みフォームで作成された受験願書をチェックし，記載事

項に不備や不適切がないこと及び受験要件を確認する。 

２  事務局は，書類審査の結果を検定委員会に報告する。 

３  検定委員会は，書類審査の結果を確認し，受験要件を満たす者に受験票（様式

-3）を交付する。 

４  検定委員会は，書類に不備や不適切がある場合，または受験要件を満たさない

場合は，受験者にその旨を文書で伝える。 

 

（試験問題の区分） 

第 8 条 試験問題の各区分の内容は，付表 7 による。 

（一次試験の方法） 

第 9 条  一次試験は多肢択一式の筆記試験とする。解答はマークシートによる。 

 

（二次試験の方法） 

第 10 条  二次試験は実技試験とする。 

２  実技試験の内容は，記述式の筆記試験と面接試験の一方またはその両方とす

る。 

 

（配点） 

第 11 条  一次試験の満点は 100 点，二次試験の満点は 150 点とする。 

 

（試験問題の作成） 

第 12 条  試験問題の区分に対応した各試験分科会は，検定委員会が指示する試験の実

施方針に基づいて試験問題（案）を作成する。 

２  各試験分科会は，作成した試験問題（案）を検定委員会に報告する。 

 

（試験問題の審議と決定） 

第 13 条  検定委員会は，試験分科会が作成した試験問題（案）を審議し，適切である

ことを確認し決定する。 

 

（記述式問題の採点） 
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第 14 条  記述式問題の採点に際しては，次の各号に示す事項に留意して，採点の個人

差を排除して結果の公平を保つように努力する。 

(1) あらかじめ出題の意図を理解する。 

(2) 正解（例）やキーワードを参考に採点基準を明確にする。 

(3) 採点を担当する試験委員は，相互に採点基準を共有する。 

 

（採点ミスの防止） 

第 15 条  試験委員は，採点ミスを防止するように努力する。 

 

（その他の実施事項） 

第 16 条  試験問題（案）の作成及び採点以外の事項については，各試験分科会が連携

して有機的に機能する。 

 

（試験会場の管理・運営） 

第 17 条  試験会場の管理・運営は，原則として，各試験会場の試験事務局に委託する。 

２  試験事務局は試験会場ごとに試験事務局長，試験会場運営委員，試験監督員，

および必要に応じて試験事務局員で構成する。 

３  試験事務局は試験会場ごとに試験事務局長，試験会場運営委員，主任試験監督

員，試験監督員，および必要に応じて試験事務局員で構成する。 

 

 

第４章 合格者及び試験結果 

 

（地盤品質判定士等の登録要件） 

第 18 条  地盤品質判定士に登録するためには，検定試験の二次試験に合格する必要が

ある。 

２  地盤品質判定士補に登録するためには，検定試験の一次試験に合格する必要

がある。 

 

（合格者（案）の作成） 

第 19 条  検定委員会は，採点の結果を基に，合格者の正答率（案）と合格者名簿（案）

を作成する。 

 

（合格者（案）の報告） 

第 20 条  検定委員会は，合格者の正答率（案）と合格者（案）を資格制度監理委員会

に報告する。 
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（合格者の決定） 

第 21 条  資格制度監理委員会は，合格者の正答率（案）と合格者（案）を基に審議し

て，地盤品質判定士等の合格者を決定する。 

 

（試験結果通知の交付） 

第 22 条  資格制度監理委員会の委員長は，受験者に試験結果通知を交付する。 

 

（試験結果通知） 

第 23 条  試験結果通知は，様式-4 による。 

 

 

第５章 登録及び登録更新 

 

（登録申請期間） 

第 24 条 登録申請期間は，付表 8 に示すものとする。 

２  登録申請期間及びその期限を超過して申請された場合の措置は，付表 8 に示

すものとする。 

 

（登録申請） 

第 25 条 登録申請書は，協議会のホームページのマイページログインの画面上で作成す

る。 
 

（登録の手続き） 

第 26 条  事務局は，登録申請書と登録手数料の払込みを確認する。 

２  会長は，所要の要件を満たした申請者に，登録証と登録カードを交付する。 

交付日は，協議会が指定した日とする。 

３  登録証は様式-6，7 による。登録カードは様式-8 による。 

４  登録番号は，数字 8 桁で構成する。1 桁目は資格の種類（地盤品質判定士 1，

地盤品質判定士補 2 または 3）を，2-3 桁目は合格した二次試験の実施年度（西

暦）の下 2 桁，4-7 桁目は当該年度の通し番号，8 桁目は登録・更新の回数とす

る。3 桁目と 4 桁目，7 桁目と 8 桁目の間にハイフォン（横棒－）を挿入する。 

（登録更新，登録内容の変更届と登録証の再発行申請） 

第 27 条  登録更新の申請書は，様式-2 による。 

２  登録更新の期間は，更新前の登録証の有効期限の前 1 年以内の指定された期

間内（原則として有効期限となる年度の 1 月中旬から 2 月上旬まで）とする。 

３  登録内容の変更は，協議会のホームページのマイページログインから行うこ

とができる。登録証の再発行を希望する者は，協議会事務局に連絡する。 



地盤品質判定士 資格検定試験 規程  

（制定日 2013 年 2 月 18 日，最新変更日 2026 年 3 月 10 日） 

－5－ 
 

 

（自己研鑚） 

第 28 条  地盤品質判定士等の登録更新を希望する者は，技術の維持のために，付表 9 

に示す自己研鑚（継続教育）を自ら実施して，CPD ポイントを合計 125 単位取得していな

ければならない。 

２  125 単位のうち，50 単位以上は，付表 7 に示す地盤品質判定士等の業務に関

連する内容とする。 

３ 登録更新申請時は 5 年未満であり，登録期間を勘案し，１項については 110 単

位以上，２項については 45 単位以上とする。 

 

（登録更新の手続き） 

第 29 条  事務局は，登録更新の申請書，継続教育の記録及び登録手数料の払込みを確

認する。 

２  更新後の登録証の交付日は，更新前の登録証の有効期限の翌日（4 月 1 日）と

する。 

３  登録番号は，1-7 桁は更新しても変更しない。更新の度に，8 桁目の数字（更

新の回数）に 1 を加算する。 

４  登録更新を申請した判定士補が，同じ年度に判定士に合格し登録を希望した

場合は，判定士に登録できる。判定士補の登録更新手数料は判定士の登録手数料

に充当する。 
 

（資格の喪失と登録の取消し） 

第 30条  登録証の有効期限までに更新申請を提出しなかった者及び更新審査により更

新を認められなかった者は，地盤品質判定士等の資格を喪失しその登録を取消

される。 

 

（更新講習会） 

第 31 条  更新を希望する者で，登録更新に必要な CPD ポイントが 125 単位に満たな

かった場合，更新講習会を修了することで登録を更新できる。 
２  第 30 条に基づいて，地盤品質判定士等の資格を喪失し，その登録を取り消さ

れた者が，失効した年度から 4 年以内に更新を希望した時は，協議会が指定す

る更新講習会を修了することで登録更新ができる。 
３  2 項で更新講習会を修了した後に登録更新の手続きをした場合，登録証と登録

カードの交付日は，協議会が指定した日とする。 

 

 

第６章 規則 37 条の特例措置 
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（特例措置による受験） 

第 32 条  特例措置による受験を希望する者は，特例措置の申請をする。 
 

（論文試験） 

第 33 条  検定委員会は，論文試験の問題の作成及び答案の採点を行い，結果を資格制

度監理委員会に報告する。 

２  論文試験は，2 つの課題に対して各 1,600 字以内（図表類を除く）で論述する

形式とする。課題は，地盤品質判定士に必要な知識と技術力を有することを確認

できるものとする。ただし，課題が網羅されている場合は対外発表論文等で代替

することができる。また，アドバイザー、もしくは宅地防災等に関わる十分な実

績がありアドバイザーの推薦を受けた者は対外発表論文等で代替することがで

きる。 

３  検定委員会は，論文試験の結果に基づいて合否（案）を作成する。検定委員長

は，合否（案）と一連の経過を，監理委員長に報告する。 

４  資格制度監理委員会は，検定委員会の報告内容を基に審議して，合否を決定す

る。 

 

 

第７章 書類 

 

（書類の種類） 

第 34 条  受験の申込みから登録までに必要な書類は，付表 10 に示すものとする。 

 

（書類の確認） 

第 35 条  受験に際して確認を要する書類は，受験願書・顔写真の画像データ・受験要

件となる資格の証明書類の画像データ・受験料振込み取扱票の画像データ・業務

経歴書の電子データ・特例措置の申請書の 6 種類とする。以下の確認事項につ

いて，事務局が確認する。 

(1) 記載漏れがないこと。押印されていること 

(2) 記載の内容が明瞭であること 

(3) 受験料が払込まれていること。受験料振込み取扱票の画像データが受験願書

に添付されていること   

(4) 受験要件や免除に関する書類に不備がないこと 

２  確認した書類に不備のあるときは，その内容または程度を考慮して事務局が

措置（案）を作成し，検定委員会が措置を決定する。 
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（受験番号） 

第 36 条  数字 8 桁で構成する受験番号を受験願書に記載し，その後の管理に用いる。 

２  1 桁目は受験区分，2-3 桁目は試験の実施年度の下 2 桁，4 桁目は受験地の番

号，5 桁目は受験区分，6-8 桁目は申込み順位とする。 

 

 

第８章 情報の管理 

 

（情報管理の基本） 

第 37 条  当該資格制度に関連して入手した個人及び企業の情報は，以下の文書に従っ

て管理する。 

(1) 地盤品質判定士倫理綱領 

(2) 個人情報保護方針 

 

（試験等の情報提供） 

第 38 条  検定試験制度に関する案内（パンフレット等）は，ホームページに掲載する。 

２  当該年度の受験案内は，ホームページに掲載し広く周知を図る。毎年 4 月上

旬に当該年度の情報に更新する。 

３  各種の申請書の様式は，ホームページからダウンロードできるようにする。 

 

（受験票の送付） 

第 39 条  事務局は，受験者に対して，試験日のおよそ 1 ヶ月前に受験番号や受験地を

記載した様式-3 に示す受験票を送付する。 

 

（合否の結果） 

第 40 条  試験の結果は，ホームページで発表する。また，事務局は，受験者へは合否

通知を送付する。 

２  ホームページには合格者の受験番号を掲載する。 

 

（試験問題の公開） 

第 41条  一次試験と二次試験（記述式の筆記試験のみ）の問題及び一次試験の正解は，

原則として試験の翌々日から 3 年間，ホームページに掲載する。 

 

（登録及び登録更新の情報提供） 

第 42 条  事務局は，二次試験の合格者に合格証を交付する際に，地盤品質判定士への

登録手続きの案内を送付する。 

２  事務局は，一次試験の合格者，ただし一次・二次同時受験者の場合は一次試験
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の合格かつ二次試験の不合格者に，地盤品質判定士補への登録手続きの案内を

送付する。 

３  事務局は，地盤品質判定士補の登録証を交付する際に，受験の案内を送付す

る。 

４  事務局は，登録更新の対象となる地盤品質判定士に対して，有効期限となる年

の 5～6 月に，登録更新の案内を送付する。 

 

（登録簿の公開） 

第 43 条  事務局は，地盤品質判定士等の氏名，登録番号，登録証の有効期限，活動地

域等について，本協議会のホームページに掲載する。ただし，登録者が掲載を希

望しない項目については掲載をしない。 

 

 

付 則 

 

付則 1  この規程は，2013 年 2 月 18 日から施行する。 

付則 2  この規程で定めた様式-1～8 を，別紙に示す。 
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【一次試験のみ受験時の受験要件】 

 

付表 1 一次試験のみ受験時の受験要件として認められる技術者資格 

資格の名称 
資格の認定機関 

〔試験の実施機関〕 
推薦団体 

技術士補(建設部門) 

技術士補(応用理学部門) 

文部科学省 

〔(公社)日本技術士会〕 
(公社)地盤工学会 

２級土木施工管理技士 
国土交通省 

〔(一財)全国建設研修センター〕 

(一社)全国土木施工管理

技士会連合会 

２級建築施工管理技士 
国土交通省 

［(一財)建設業振興基金］ 
(公社)地盤工学会 

２級土木技術者 (公社)土木学会 (公社)土木学会 

住宅地盤技士 

（調査部門，設計施工部門） 
(NPO)住宅地盤品質協会 (NPO)住宅地盤品質協会 

二級地盤検査技士 (一社)地盤保証検査協会 (一社)地盤保証検査協会 

地盤補強設計主任技士 

地盤補強施工管理主任技士 

地盤補強施工管理技士 

(一社)全国住宅技術品質協会 
(一社)全国住宅技術品質

協会 

 

付表 2 一次試験のみ受験時の受験要件を得るための協議会が主催もしくは指定する講習会 

講習会の名称 講習会の実施機関 

一次試験のみの受験要件を得るための講習会 
地盤品質判定士協議会 

 (一社)地盤品質判定士会 
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【一次試験と二次試験同時受験時の受験要件】 

 

付表 3 一次試験と二次試験同時受験時の受験要件として認められる技術者資格 

資格の名称 
資格の認定機関 

〔試験の実施機関〕 
推薦団体 

技術士(建設部門：土質及び基礎) 

技術士(応用理学部門：地質，地球物理及

び地球化学) 

文部科学省 

〔(公社)日本技術士会〕 
(公社)地盤工学会 

一級建築士 

二級建築士，木造建築士 

国土交通省／都道府県 

〔(公財)建築技術教育普及センター〕 
(一社)日本建築学会 

不動産鑑定士 国土交通省 
(公社)日本不動産鑑定士

協会連合会 

１級土木施工管理技士 
国土交通省 

〔(一財)全国建設研修センター〕 

(一社)全国土木施工管理

技士会 

連合会 

１級建築施工管理技士 
国土交通省 

［(一財)建設業振興基金］ 
(公社)地盤工学会 

特別上級・上級・１級土木技術者 

（資格分野：地盤・基礎） 
(公社)土木学会 (公社)土木学会 

ＲＣＣＭ(地質，土質･基礎) (一社)建設コンサルタンツ協会 
(一社)建設コンサルタン

ツ協会 

地質調査技士 (一社)全国地質調査業協会連合会 
(一社)全国地質調査業協

会連合会 

住宅地盤主任技士 (NPO)住宅地盤品質協会 (NPO)住宅地盤品質協会 

一級地盤検査技士 (一社)地盤保証検査協会 (一社)地盤保証検査協会 

宅地地盤調査主任 (一社)全国住宅技術品質協会 
(一社)全国住宅技術品質

協会 
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付表 4 一次試験と二次試験同時受験時の受験要件を得るための協議会が主催もしくは指定する講習会 

講習会の名称 講習会の実施機関 

受験要件を得るための講習会 ※1 地盤品質判定士協議会 

宅地造成技術講習 
（修了認定者） 

国土交通省 

（一財）全国建設研修センター 

※1 現在は実施していない 

 

付表 5 一次試験と二次試験同時受験時の受験要件として協議会が認める職種と業務経歴 

職種 必要な業務経歴 

行政職 
建築・宅地・防災に関わる業務を担当した行政職（国，地方公共団体，独立行政法人な

ど） 

教育・研究職 建築・土木・地質に関する学科（大学，高等専門学校など）を担当した教育・研究職 

 

 

【二次試験のみ受験時の受験要件】 

 

付表 6 二次試験のみ受験時の受験要件として認められる技術者資格 

資格の名称 
資格の認定機関 

〔試験の実施機関〕 
付帯要件 

地盤品質判定士補 地盤品質判定士協議会 登録期間中 
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付表 7 試験問題の各区分の内容 

 

 区分 内容(*1) 

①  技術者倫理 技術者の行動規範 

②  
宅地の造成， 

土砂災害に係る法制度 

宅地の造成・取引と法制度 

盛土・切土，擁壁，締固め 

土砂災害防止法等の法令 

③  
地質・地形・地盤の調査， 

土砂災害 

地質と地質調査，地形と地形判読 

地盤調査，サンプリングと地盤材料試験 

地すべり，土石流，がけ崩れ 

④  住宅等（小規模建築物）の基礎 
直接基礎，杭基礎 

沈下の予測方法 

⑤  地盤の液状化 

地震と地震動 

液状化のメカニズム 

液状化の予測と判定方法 

⑥  盛土・切土と擁壁の安定性 
支持力・土圧・斜面安定 

安定解析の方法 

⑦  地盤改良 

液状化対策 

沈下対策 

すべり対策 

*1：項目列挙である。記された範囲に限定されるものではない。 
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付表 8 登録申請の受付け期間とその後の措置 

 

登録の対象 受付け開始日 受付け期間(*1) 

地盤品質判定士 

合格発表日の翌営業日 
合格者発表日の翌営業日から 

翌月上旬頃まで 地盤品質判定士補 

*1：考慮すべき事情があると検定委員会が判断したときは，この限りでない。 

 

 

 

付表 9 自己研鑚（ＣＰＤ）の考え方 

 

登録・更新から 5 年後（初回は登録日からその年の 3 月末日までを加算）に新たな更

新を希望する者は，その 5 年間に CPD ポイントを合計 125 単位取得していなければなら

ない。ただし，125 単位の内，50 単位以上は，付表 7 に示す地盤品質判定士等の業務に関

連する内容とする。 

 

項目 内容 
ＣＰＤ単位の考え方 

〔項目毎の単位の年間上限値〕 

外部講習会 

社内研修 

自己学習 

地盤品質判定士等に関連な

いし科学技術に関する講習

会・社内研修会等の受講 

Web ラーンニング等の自己学

習 

CPD 単位が指定された講習会等は，指定単

位を報告する。 

CPD 単位が定められていない項目は，「地

盤工学会」等の活動分類と CPD 単位を参考

に報告する。 

〔単位数年間上限値：外部研修，社内研修，

普及活動：なし，図書等の購読：5 単位〕 

普及活動 地盤品質判定士等に関連す

る委員会の委員または講習

会の講師等の普及活動 

実務経験 地盤品質判定士等に関連す

る業務等の実務経験 

地盤品質判定士の業務経験：1 業務 5 単位

（各業務には，本協議会指定の評価書ない

しこれと同等な書面を付した報告書が必

要） 

〔実務経験に関する単位数の年間上限値：

10 単位〕 

注）「地盤工学会」の活動分類と CPD 単位は（公社）地盤工学会のホームページ

（http://www.jiban.or.jp/topic/cpdsystem/gcpd-hyo1.html）を参照のこと 

  

http://www.jiban.or.jp/topic/cpdsystem/gcpd-hyo1.html
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付表 10 書類の種類と様式 

 

作成者 書類の名称 様式 備考 

受験者 

 

登録者 

 

更新者 

受験願書 

－ 

協議会ホームページの受験申

込みフォームの画面上で作成 

顔写真の画像データ・受験料振

込み取扱票の画像データ・資格

の証明書類の画像データは受

験願書に添付 

顔写真の画像データ 

受験料振込み取扱票の画像

データ  

資格の証明書類  

講習会の受講修了証明書類 

業務経歴書 様式-1 
付表-5 行政職，教育・研究職、 

受験願書に添付 

特例措置の申請書  メール配信 

登録申請書（士・士補） － 
協議会ホームページのマイペ

ージログインの画面上で作成 

地盤品質判定士・士補登録更

新申請用 CPD 自己申告票 
様式-2 

申請時 110 単位以上の方が提

出 

（登録内容変更，登録証再発

行申請） 
－ 

登録内容の変更は協議会ホー

ムページのマイページログイ

ンの画面上で入力 

登録証の再発行申請は，協議会

事務局に連絡 

協議会 

受験票 様式-3 出願者に対して 

試験結果通知 様式-4 受験者に対して 

登録証（士・士補） 様式-5，6 申請者に対して 

登録証携帯カード（士・士補） 様式-7 申請者に対して 

【様式１】 
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【様式２】 
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【様式３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2023 年度から PDF 版を送付する。 
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【様式４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度から PDF 版を送付する。 
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＊2023 年度から PDF 版を送付する。  
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【様式５】 
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【様式６】 
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【様式７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


